
事 務 連 絡 

平成 30年 4月 24日 

企業主導型保育施設 

設置者・管理者の皆様 
 

公益財団法人児童育成協会 

指導監査部 

 

児童福祉法施行規則の一部改正に伴う認可外保育施設に 

おける掲示事項について 

 

 今般、「児童福祉法施行規則の一部を改正する省令」（平成 29年厚生労働省令

第 123号）が平成 29年 11月 10日付で交付され、一部の規定については、平成

30 年 4 月 1 日施行されることになりましたので、下記の掲示事項につきまして

は、施設のサービスを利用する者が見やすい場所に掲示しなければなりません。 

 つきましては、施設及びサービスに関する内容の掲示に努めてください。 

 

記 

 

(a) 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名 

(b) 建物その他の設備の規模及び構造 

(c) 施設の名称及び所在地 

(d) 事業を開始した年月日 

(e) 開所している時間 

(f) 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべ

き額に関する事項 

(g) 入所定員 

(h) 保育士その他の職員の配置数又はその予定 

(i) 保険契約している保険の種類、保険事故及び保険金額 

(j) 提携している医療機関の名称、所在地、提携内容 

(k) 緊急時における関係機関の連絡先、保護者との連絡方法 

(l) 非常災害時の関係機関の連絡先、保護者との連絡方法、避難訓練の実施状況、

避難場所や避難方法 

(m) 虐待の防止に関する研修の実施状況、マニュアルの作成状況 

 

※赤字が追加された事項になります。 

以上 


